
写真撮影方法 
 

事務所の写真 

・ 鮮明に印刷されたカラー写真で、３か月以内に撮影したものを添付してください。 

・ 写真の紙質は問いません。カラープリンタの印刷物も使用できます。 

・ 事務所が複数ある場合は、事務所ごとに作成してください。 

 

(1) 建物全体 

・ 事務所使用部分だけでなく、建物全体を撮影してください。 

・ 上下端から左右端まで切れのないように撮影してください。 

・ １枚に収まらない場合は、複数枚に分けて撮影してください。 

 

 

(2) 事務所入り口付近 

・ 事務所の入り口に商号又は名称を掲示して撮影してください。 

・ 法人業者は、株式会社・有限会社等を含めた商業登記簿に登記された商号を掲示し

てください。ただし、(株)・(有)等の略称は認められます。 

・ 個人業者は、免許申請書第一面の「商号又は名称」に記入した名称を掲示してくだ

さい。 

・ また、従たる事務所の場合は、商号又は名称に加えて申請した事務所名の表示が必

要です。 
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(ア)建物の入り口と事務所の入り口が共通である場合 

・ 建物の入り口に、商号又は名称（及び従たる事務所名）を掲示して撮影してくださ

い。 

 

 

(イ)事務所がビル内等に所在する場合 

・ テナントの入り口に商号又は名称（及び従たる事務所名）を掲示して撮影してくだ

さい。 

・ さらに、集合ポスト又はテナント表示部分を撮影してください。 
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(ウ)自宅の１室を事務所とする場合 

・ 自宅の入り口に商号又は名称（及び従たる事務所名）を掲示し、事務室の入り口に

「事務所」と掲示して各々撮影してください。 

 

 

(3) 業者標識等の部分 

・ 免許換えを除く新規申請では添付不要です。 

・ 業者票と報酬額表を、応接場所などの来客に分かりやすい場所に掲示して、撮影し

てください。 
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（ア）業者票の拡大写真 

・ 正しい内容が記載されていることを確認しますので、文字が読めるように撮影して

ください。 

 

 

（イ）報酬額表の拡大写真 

・ 改正後の最新書式を掲示しているか確認しますので、最終校正日等を読み取ること

ができるように撮影してください。 
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(4) 事務所内部（事務机・応接場所・電話等） 

・ 事務所には事務机・応接場所・固定電話の三点を設置して、撮影してください。 

・ 事務机と応接場所については、テーブルと椅子を共用しても構いません。 

・ 固定電話は、親機子機を問いませんが、事務所内部に設置されていることが必要で

す。 

 

 

 

 


